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行
政
・
人
権
相
談

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
行
政
に
対
す
る
意
見
や
要

望
、
ま
た
日
ご
ろ
生
活
す
る

上
で
の
困
り
事
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
内
容
の
相
談
を
受
け

る
た
め
の
行
政
相
談
と
人
権

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

十
一
月
の
相
談
日
は
次
の

と
お
り
で
す
。
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

■
十
一
月
十
二
日
（
月
）

■
午
前
十
時
〜
午
後
三
時

■
鶴
田
町
国
際
交
流
会
館
　

一
階
　
１
０
２
研
修
室

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
は
、
平
成
十

九
年
十
一
月
一
日
以
降
「
電
話
相
談
セ

ン
タ
ー
」
で
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、税
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
き
は
、

い
つ
で
も
手
軽
に
税
情
報
を
入
手
で
き

る
「
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
面
接
に
よ
る
相
談
を
ご
希
望

の
方
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
税
務

署
に
相
談
の
日
時
を
予
約
し
て
い
た
だ

き
、
関
係
書
類
を
持
参
の
上
、
税
務
署

の
担
当
部
署
に
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と

に
し
て
お
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

五
所
川
原
税
務
署
（
蕁
３
４
｜
３

１
３
６
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ

ス
（http://w

w
w
.nta.go.jp

）

裁
判
員
制
度
と
は
、
国
民
の
皆
さ
ん

に
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し

て
も
ら
い
、被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、

有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か

を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め
て
も
ら
う

「
国
民
の
司
法
参
加
」
を
実
現
す
る
制

度
で
す
。

◆
裁
判
員
の
選
定

選
挙
人
名
簿
を
も
と
に
、
く
じ
な

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
請
求
期
限
は

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
す

の
で
、
該
当
す
る
方
は
お
早
め
に
請
求

を
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
期
限
を
過
ぎ

ま
す
と
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
特
別

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
ま

す
。

◆
対
象
者

戦
没
者
ら
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
　

で
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
に
お

い
て
、
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金

な
ど
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合

に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の

ご
遺
族
お
一
人
に
特
別
弔
慰
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

鶴
田
高
等
学
校
で
は
、
町
民
の
皆

さ
ん
と
生
徒
の
交
流
を
深
め
る
た
め
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル
を
開
催
し

ま
す
。
今
回
は
地
元
産
豆
腐
を
使
っ
て

会
席
料
理
に
挑
戦
し
ま
す
。
手
作
り
が

ん
も
ど
き
、
シ
ャ
モ
ロ
ッ
ク
の
豆
腐
ハ

ン
バ
ー
グ
、
豆
乳
茶
碗
蒸
し
、
お
か
ら

シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
な
ど
と
て
も
ヘ
ル
シ

ー
で
お
い
し
い
献
立
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
講
師鶴

田
町
食
生
活
改
善
推
進
員
会

◆
日
時平

成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

（
水
）
午
後
一
時
三
十
分
〜
三
時
三

十
分
（
受
付
は
午
後
一
時
〜
）

◆
場
所鶴

田
高
等
学
校
　
調
理
室

◆
費
用無

料

◆
申
し
込
み
締
切
日

十
一
月
二
日
（
金
）

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

鶴
田
高
等
学
校
（
蕁
２
２
｜
３
２

５
１
　
蕭
２
２
｜
６
１
９
６
）

担
当
　
當
麻
祥
子

※
当
日
は
各
自
エ
プ
ロ
ン
を
準
備
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
二
回
目
の
十
二
月

十
八
日
（
火
）
に
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
デ

ィ
ナ
ー
メ
ニ
ュ
ー
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

一
、
弔
慰
金
の
受
給
権
者

二
、
戦
没
者
ら
の
子

三
、
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉

妹
（
戦
没
者
ら
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
方
は
除
き
ま

す
）

四
、
前
記
三
以
外
の
①
父
母
②
孫
③
祖

父
母
④
兄
弟
姉
妹

五
、
前
記
一
か
ら
四
以
外
の
三
親
等
内

の
親
族
（
戦
没
者
ら
の
死
亡
時
ま

で
引
き
続
き
一
年
以
上
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
）

◆
給
付
内
容

額
面
四
十
万
円
、
十
年
償
還
の
記

名
国
債

◆
請
求
期
限

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

◆
請
求
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課
　
福
祉
係
（
内
線
１

３
２
）

青
森
地
方
検
察
庁

裁
判
員
制
度
が

平
成
二
十
一
年
ス
タ
ー
ト

鶴
田
高
等
学
校

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク

ー
ル
を
開
催
し
ま
す

国民健康保険税
第４期

納期限10月31日（水）

町・県民税
第３期

納期限10月31日（水）

今 税納の月

保
健
福
祉
課

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

お
済
み
で
す
か
？

五
所
川
原
税
務
署

税
務
相
談
の
体
制
が

十
一
月
か
ら
変
わ
り
ま
す



を
実
施
し
ま
す
。

◆
実
施
日
時

平
成
十
九
年
十
一
月
十
二
日（
月
）

〜
十
八
日
（
日
）

午
前
八
時
半
〜
午
後
七
時

（
た
だ
し
、
土
、
日
は
午
前
十
時

〜
午
後
五
時
）

◆
場
所全

国
の
法
務
局
　

◆
相
談
担
当
者

男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
委
員
を

は
じ
め
、
女
性
の
人
権
問
題
に
適

切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
人

権
擁
護
委
員
お
よ
び
法
務
局
職
員

◆
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
（
電
話
番
号
）

蕁
０
５
７
０
｜
０
７
０
｜
８
１
０

※
こ
の
電
話
は
、
東
京
の
回
線
が
使
わ

れ
て
い
る
場
合
は
、
青
森
の
回
線
に
つ

な
が
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局
で

は
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化

週
間
」
に
ち
な
み
「
女
性
に
関
す
る
人

権
相
談
」の
面
接
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

◆
実
施
日
時

平
成
十
九
年
十
一
月
十
二
日（
月
）

午
前
十
時
〜
午
後
五
時

◆
場
所青

森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
部

の
相
談
室

※
電
話
相
談
を
す
る
方
は
、（
蕁
３
４

｜
２
３
３
０
）
へ
お
掛
け
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
男

女
共
同
参
画
推
進
委
員

竹
谷
利
男（
蕁
６
４
｜
３
２
０
８
）

芳
賀
久
子（
蕁
５
３
｜
２
０
６
３
）

藺対　　象　65歳以上の方（60歳以
上65歳未満で心臓病な
ど機能障害のある方）

藺町負担額 １，５００円
藺本人負担額 １，５００円
藺実施期間　10月22日（月）

～12月21日（金）
藺指定医療機関 今岡医院、瓜田医院、

カククリニック、町立
中央病院

※老人福祉施設入所や長期入院などに
より、指定医療機関で接種が受けられ
ない方は、保健福祉課衛生係（内線
139）へお問い合わせください。

４か月児健康診査
藺月　日　11月７日（水）
藺受　付　午後１時～１時10分
藺場　所　鶴遊館　　　　　
藺対　象　平成19年６月生まれ
10か月児健康診査
藺月　日　11月７日（水）
藺受　付　午後１時30分～１時40分
藺場　所　鶴遊館　　　　　　
藺対　象　平成18年12月生まれ

※バスタオル・母子手帳を忘れずにお
持ちください。また、風邪などの病気
のあるお子さんは次回の健診を受けら
れますので、事前に保健師まで連絡し
てください。
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夕
ぐ
れ
窓
口

十
一
月
の
夕
ぐ
れ
窓
口
を

次
の
と
お
り
町
民
課
窓
口
で

開
設
し
ま
す
。

■
十
一
月
二
日
（
金
）、
十
六

日
（
金
）

■
午
後
五
時
十
五
分
〜
六
時

十
五
分

閉
庁
後
に
戸
籍
抄
本
・
謄

本
（
午
後
五
時
ま
で
に
電
話

で
の
申
し
込
み
が
必
要
）
や

印
鑑
証
明
書
、
住
民
票
が
必

要
な
方
、
町
に
対
す
る
苦
情

や
意
見
、
要
望
の
あ
る
方
は
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。

教
育
相
談
電
話

子
ど
も
の
悩
み
や
心
配
事

の
相
談
を
電
話
で
受
け
て
い

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

□
教
育
委
員
会

蕁
２
２
―
２
１
１
１

内
線
２
１
０
・
２
５
０

□
公
民
館

蕁
２
２
―
６
０
１
７

■
月
〜
金
曜
日
　
午
前
八
時

三
十
分
〜
午
後
四
時
三
十

分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
祭

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

ど
で
選
ば
れ
ま
す
。
事
件
の
関
係

者
や
一
定
の
前
科
が
あ
る
人
な
ど

を
除
け
ば
、
二
十
歳
以
上
の
国
民

は
誰
で
も
な
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◆
導
入
の
理
由

国
民
の
皆
さ
ん
が
裁
判
に
参
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
の
専
門

家
で
は
な
い
人
た
ち
の
感
覚
が
、

裁
判
の
内
容
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
国
民

の
皆
さ
ん
の
司
法
に
対
す
る
理
解

と
信
頼
が
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

※
無
料
説
明
会
お
よ
び
D
V
D
・
ビ
デ

オ
「
裁
判
員
制
度
〜
も
し
も
あ
な
た
が

選
ば
れ
た
ら
〜
」
の
無
料
貸
し
出
し
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

青
森
地
方
検
察
庁
　
企
画
調
査
課

（
蕁
０
１
７
｜
７
２
２
｜
５
２

１
４
）

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
利
用

件
数
は
、
前
年
比
４
％
増
の
二
万
五
千

件
を
超
え
、
女
性
が
相
談
で
き
る
専
用

電
話
と
し
て
の
ニ
ー
ズ
は
依
然
と
し
て

高
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
、
女
性
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
積
極
的
に
取

り
組
む
べ
く
、
次
の
と
お
り
強
化
週
間

藺月　日　11月13日（火）
藺受　付　午後１時～１時30分（当

日受け付け）
藺場　所　鶴遊館　　　　　
藺対　象　生後３か月～90か月未満
※このワクチンは、90か月未満まで
に２回受けて終了となります。今回
が今年度最後になりますので、母子
手帳を確認してください。

藺対　象　40歳以上の国保の被保険者
藺検診料　１０，５００円
藺検診内容 基本健診及び各がん検診
※町立中央病院へ直接お申し込みく
ださい。（蕁２２－２２６１）

乳 幼 児
健康診査

五
所
川
原
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
強
化
週
間
の
実
施

ポ リ オ 65歳以上の方の

インフルエンザ予防接種
には町が一部負担します

人間ドック（１泊２日）
実施場所：町立中央病院


